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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年２月２２日 １８時５１分ごろ 

発生場所 香川県高松市男
お

木
ぎ

島北岸付近の浅所  

男木島灯台から真方位２５３°１３０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２６.０′ 東経１３４°０３.６′） 

事故調査の経過  平成２３年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 SHENG
シ ェ ン

 TANG
タ ン

（パナマ共和国籍）、１,９９７トン 

 ９３７６１８９（ＩＭＯ番号）、KUNLUN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 

 ７９.９９ｍ×１３.６０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,０８０kＷ、２００６年６月１６日 

 乗組員等に関する情報 一等航海士（中華人民共和国籍） 男性 ６２歳 

 乙種二等（総トン数５００トン以上３０００トン未満の船舶の船長及び

一等航海士、中華人民共和国発行） 

  免 状 交 付 年 月 日 ２０１０年４月２０日 

  免状有効期間満了日 ２０１３年１１月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び一等航海士ほか１１人が乗り組み、空倉で船首喫水約

１.０５ｍ、船尾喫水約３.３５ｍをもって、徳島県阿南
あなん

市 橘
たちばな

港に向けて

備讃瀬戸東航路をこれに沿って東進した。 

船橋当直中の一等航海士は、針路約０７５°（真方位）及び対地速力約

１０.１ノット（kn）で航行し、平成２３年２月２２日１８時３９分ごろ、

男木島西方の備讃瀬戸東航路中央第３号灯浮標（以下「中央第３号灯浮

標」という。）を左舷に見て通過した。 

一等航海士は、船位の確認を行っていなかったので、中央第３号灯浮標

付近の航路屈曲部を通過したことに気付かず、左に変針せずに同じ針路で

航行し、間もなく備讃瀬戸東航路から航路外に出た。 

本船は、航路外を男木島北岸に向けて航行を続け、１８時５１分ごろ男

木島北岸付近の浅所に乗り揚げた。 

本船は、２３時３９分ごろ自力離礁した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 ０.６m/s、気温 １０.０℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 東流約０.７kn 

特記事項：日没時刻 １７時５３分ごろ 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、男木島西方の備讃瀬戸東航路を東北東

進中、一等航海士が、船位の確認を行っていなか

ったことから、中央第３号灯浮標付近の航路屈曲

部において航路に沿った針路に変針せず、航路外

に出て男木島北岸付近の浅所に向けて航行を続

け、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が、男木島西方の備讃瀬戸東航路を東北東進中、

一等航海士が、船位の確認を行っていなかったため、中央第３号灯浮標付

近の航路屈曲部において航路に沿った針路に変針せず、航路外に出て男木

島北岸付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

 




